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高齢者はり･きゅう･マッサージ施術費の助成

『家庭教育ハンドブック』（令和８年度改訂版）の紹介

改定のポイント
　子どもたちが自立し、自分から進んで学ぶ姿勢を育むために、家庭・
地域・学校がスクラムを組んでそれぞれの役割を果たすことを呼びかけ
る内容を盛り込みました。
本町の取り組みを掲載
　令和６年度から重点的に取り組んできた以下の事業を紹介していま
す。町民の皆様お一人おひとりが、子どもたちの育成の担い手として関
わっていただくための内容です。
　● �伯耆Ｉ（アイ）学習…小中学校で行っている地域学習と生き方学習の２

軸で構成された総合的な学習
　●ゆめネット…児童生徒による地域貢献活動

　町内小中学校に通われているお子様のご家庭には、学校を通じて随時配布します。
また、町のホームぺージにも公開していますので、ぜひご覧ください。

　高齢者の福祉向上を図るため、はり・きゅう・マッサージの施術に要する費用の一部を
助成しています。令和８年度分の受付を４月１日から開始しています。

助成金額　１回につき1,000円以内

助成回数　年12回（月１回）以内

助成対象者
　後期高齢者医療制度の被保険者で、令和８年度（申請が４・５月のとき
は令和７年度）の住民税が非課税の人

助成内容
　鳥取県保険鍼灸マッサージ師会加入施設で使える助成券を交付します。

　本町では、将来を担う子どもたちの育成のため、「地域とともにある学校づくりを基盤と
した保小中一貫教育の推進に取り組んでいます。その一環として、平成28年に発行した『家
庭教育ハンドブック』を改訂しました。

H o u k i - To w n  P u b l i c  R e l a t i o n s  2 0 2 6  M a y

※�「前期編」「中期編」「後
期編」があります。

問い合わせ先 健康対策課 高齢者支援室 0859-68-5535

問い合わせ先 教育委員会事務局 総務学事室　0859-62-0927 ▲伯耆町
ホームページ
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